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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条により、平成２１年１月２９日付け

で公告された基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を

改正する省令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金

算定等規則の一部を改正する省令案に対する意見

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ 日

西日本電信電話株式会社
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＜当社意見＞

（別紙１）基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令案について

・光ＩＰ電話（０ＡＢＪ－ＩＰ電話）へ移行した加入電話に対応するアナログ加入者回線数は、光ＩＰ電話利用数

の純増数から算定。具体的な算定手順は以下のとおり。（以下、省略）（参考資料Ｐ５）

今回の省令案における補正回線数の算定方法については、補正回線数の基となる基礎数値の大宗が、現行省令に

おいて既に報告及び記録の対象とされていることから、透明性が確保されているとともに事業者に過度の負担をか

けないという観点から現実的な算定方法であると考えます。

なお、今後も引き続き高コスト地域の加入電話を安定的に提供するためには、光ＩＰ電話に移行した回線数を加

算する補正だけで十分かどうかを含め検討を深めていく必要があると考えます。
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